
会員各位              令和元年５月１３日 

                          (公社)京都府宅地建物取引業協会第六支部 

                               支 部 長       三浦 央嗣 

専門研修・啓発部長   大名  充 

『平成 31年度 第１回 第六支部 ハトマーク研修会』のご案内

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。   

さて、標記研修会を下記のとおり開催致しますので、ご多端のこととは存じますが、万障お繰り

合わせのうえ、受講されますようご案内申し上げます。 

記                     

 開 催 日 令和元年  ６月  ２７日（木）     

時  間  午後２時００分 ～ 午後４時１５分

        （ 受付 午後１時３０分～ ） 

場 所  文化パルク城陽 ４階 大会議室 

城陽市寺田今堀 1    ℡0774-55-1010  

１． 「協会ホームページのご案内」 ～リニューアルのポイント～

２． 「消費税率引上げに伴う住宅取得支援策」 （国土交通省 動画） 

～知って得する！ 住宅ローン減税の拡充・住まい給付金の拡充 

    次世代住宅ポイント制度の創設・贈与税の非課税枠の拡充について～ 

３. 「不動産調査のプロが教える『不動産調査はここがポイント』」

（講師） ㈱こくえい不動産調査 代表取締役 和田 周氏 

※ 会員証（ＩＣカード）での受付となりますのでご持参ください。 

  出欠にかかわらず５月３１日（金）までにＦＡＸにて必ずご返信をお願いします。 

【ＦＡＸ ０７５－４１７－０００８】    （※切り取らないで下さい） 

◆ ６月２７日（木） 第１回 第六支部 ハトマーク研修会 ◆

□ ご 出 席 □ ご 欠 席

商号                        ご参加人数     人  

受講者氏名                                    

【当日参加者限定】 

携帯できる 

 ポケット版  

「不動産調査 

  実務マニュアル」 

  を配布します！ 

 業務に即、役立つ 

 研修内容に 

 なっております！ 

 皆様のご参加 

 お待ちしております！ 

次世代住宅ポイント制度 は、2019年 10月の消費税率引上げに備え、良

質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要

を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的と

し、税率 10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、

様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。


